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報道関係者  各位 

 

 

「名水の里くろべ こどもの権利宣言～こどもと大人の約束～」発表 

 

１．経緯 

 こどもの基本的人権を国際的に保障するため、平成元年に「児童の権利に関する

条約」が国連で採択され、平成２年に発効されました。日本は平成６年に批准して

います。 

 本市においては、子ども・子育て支援施策やこどもの健やかな成長に資する取組

の充実を図ろうと、令和３年度から「こどもの権利」啓発事業に取り組んでおり、

小学校及び中学校においては、こども自らが権利について考え、話し合い、自分た

ちがとるべき行動を確認できるよう、人権集会などに合わせ「こどもの権利」に関

する学習を行い、理解を深めています。 

 本年８月４日、これまでの学習の成果を形にしようと小学生と中学生の代表 28

人が「名水の里くろべ こどもの権利宣言作成委員会」を開催し、「名水の里くろべ 

こどもの権利宣言 ～こどもと大人の約束～」を作成しました。 

 11月５日に市長、議長出席のもと開催された、「こども・若者育成市民啓発事業」

の場で中学生の代表６人が、「こどもの権利宣言」を発表しました。 

 

２．名水の里くろべ こどもの権利宣言 ～こどもと大人の約束～ 

  別紙のとおり 

 

３．名水の里くろべ こどもの権利宣言作成委員会 

  ・日 時  令和４年８月４日（木） 午前９時～午前 11時 

  ・会 場  黒部市役所２階会議室 

・参加者  市内全小中学校代表28人（小学６年生20人、中学２年生２人、中学３年生６人） 

        ＊４グループ（生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利）に分かれ、 

意見を出し合い、宣言を作成 

 

４．普及啓発 

 市としても市民一人ひとりが、こどもの権利を理解し尊重する意識と態度を保て

るよう、市広報やホームページ、子育てアプリへの掲載、小中学校の人権集会でク

リアファイル等の啓発物を配布するなど、普及啓発に努めてまいります。 

  

資料 ② 

Press Release 

黒部市 発表 

令和４年 11月 21日（月） 

【照会先】 

黒部市こども支援課 

 こども支援課長  浦田 武治 

 こども支援課係長 山田 真澄 

  電話 ０７６５（５４）２５７７ 
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